仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
（担当：大野、小西 ℡ 222-3960）
	件　　名
	弓削保育所運動会テント設置について

	履行期限
	契約の日の翌日から令和８年６月２日まで

	実施場所
	京都市弓削営保育所
（京都市京北下弓削町狭間谷６－１）

	契約条件
	１　テント２張り
· 上記のテントに加え、保育所が所持するテントの設置、撤去を行う。
２　実施日
　　別紙１を参照のうえ、保育所長と協議、調整を行い、設置及び撤去すること。
　　
３　その他
1 　テントは１．５間×２間の大きさとする。（同等品可）
2 　設置及び撤去については、園児に危険がないよう、保育所長の指示に従うこと。
3 　作業の実施にあたり疑義が生じた場合は、幼保総合支援室又は保育所長の指示を受けること。

４　料金の支払い
1 　実施業者は最終実施日の属する月の翌月１５日までに請求を行うこと。
2 　京都市は請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。


